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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を介してＸ線源とＸ線検出器を対向配置し、スキャン処理時にＸ線源から照射し
て被検体を透過したＸ線を上記Ｘ線検出器で検出して計測投影データを取得し、この計測
投影データを用いて再構成手段によって再構成画像を得るＸ線ＣＴ装置において、被検体
のスキャン処理に先立って、被検体に代る、カルシウム含有量及び径サイズの異なる複数
のカルシウム基準体のファントムに対してスキャン処理を行い、カルシウム含有量及び径
サイズで定まる理想ＣＴ値とこのスキャン処理で得た計測ＣＴ値との関係を示すカルシウ
ム成分補正テーブルを作成する補正テーブル作成手段と、被検体のスキャン処理による再
構成画像中のカルシウム成分部位の内部カルシウム成分のＣＴ値を上記カルシウム成分補
正テーブルに応じて補正するカルシウムキャリブレーション手段とを備えると共に、
　上記カルシウムキャリブレーション手段は、被検体の再構成画像中のカルシウム成分部
位の画像の大きさと、同一又は近い大きさのカルシウム基準体のファントムに対応する、
上記カルシウム成分補正テーブルから、この被検体の再構成画像中のカルシウム成分部位
の画像内の被検体測定ＣＴ値に対応する理想ＣＴ値を求め、被検体の測定ＣＴ値をこの理
想ＣＴ値に補正する、
ものとしたことを特徴とするＸ線ＣＴ装置。
【請求項２】
　請求項1記載のものにおいて、上記カルシウム成分補正テーブルは、カルシウム成分の
含有量および大きさとが異なる複数のカルシウム基準体を有するカルシウムファントムを
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計算機シミュレーションで発生させ、このカルシウムファントムの計算機シミュレーショ
ンでのＣＴスキャン処理によるＣＴ値と、理想ＣＴ値とから作成したことを特徴とするＸ
線ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はＸ線ＣＴ装置に係わり、特に心臓領域のＣＴ撮影を行うのに好適なＸ線ＣＴ装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ｘ線ＣＴ装置は、Ｘ線源とＸ線検出器とを対向配置したスキャナを被検体の周囲３６０度
回転しながら（第３世代ＣＴ装置）被検体を透過したＸ線を取得し、逆投影法などの画像
再構成法を用いて断層画像を得る医療機器であり、鮮明な断層像が得られるためその臨床
的有用性は高く、例えば、通常のレントゲン検査では写らない程度の肺がんや石灰化など
を明瞭に捉えることが可能である。しかし、心臓領域の撮影の場合、心臓は通常、健常者
で１分間に６０～７０回の拍動を繰り返しており、Ｘ線ＣＴ装置で同部を撮影すると、そ
の再構成画像にアーチファクト（擬似画像）が発生する。このため拍動する心臓を撮影す
るには、スキャナが被検体の周囲を回転走査する第３世代ＣＴ装置では原理的に無理があ
る。
【０００３】
この点、Ｘ線源とＸ線検出器が被検体の周囲を回転走査しない電子ビーム走査型ＣＴと呼
ばれる第４世代ＣＴ装置では、スキャンスピードを１００ｍｓｅｃ程度まで高速化して心
臓領域の撮影を可能にしているが、心臓が停止したような明瞭な心臓断層像が得られるも
のの装置が大規模化し高価格となってしまう。また第３世代ＣＴ装置を用いて心臓領域の
撮影を実現するために、比較的心臓の動きの少ない拡張期前後のみに計測された投影デー
タを再構成する方法等があり、これは心電同期再構成法またはＥＣＧ再構成法などと呼ば
れている。スキャンスピードが１秒程度の第３世代ＣＴ装置で実施されているＥＣＧ再構
成法では、十分な時間分解能の心臓断層像を得ることはできない。ところが、近年、第３
世代ＣＴ装置のスキャンスピードは１秒を大きく下回る０．５秒以下が実現され、さらに
は体軸方向に多数配列された多列検出器が搭載されるようになると、ＥＣＧ再構成法が見
直されてきた。
【０００４】
このような多列検出器を搭載したスキャンスピードが１秒以下のＸ線ＣＴ装置でＥＣＧ再
構成法を実施すると、心臓領域を実効的な時間分解能１００～２５０ｍｓｅｃ程度で再構
成画像を得ることも可能となり、時間分解能ではウルトラファーストＣＴ装置と同等とも
成り得てきた。心臓領域をＥＣＧ再構成法を用いて撮影すると、心臓が停止したかのよう
な鮮明な心臓断層像が得られる以外に冠動脈の石灰化などの情報も画像から得ることが可
能となる。この冠動脈の石灰化は虚血性心疾患と強い相関があると言われている。ウルト
ラファーストＣＴ装置では、冠動脈石灰化の大きさやＣＴ値などから石灰化の危険度指標
であるカルシウムスコアを算出し、虚血性心疾患の予防に役立てている。
【０００５】
しかしながら、冠動脈石灰化は冠動脈自体が数ミリ程度であるため、その石灰化の大きさ
も非常に小さい。それゆえ、石灰化のＣＴ値が実際よりも低く計測されることがある。カ
ルシウムスコアリングの基準は石灰化した領域のＣＴ値を基準としているため、発見した
冠動脈石灰化のＣＴ値が低く計測されることはカルシウムスコア値が下がることになり、
これは虚血性心疾患の危険度指標を下げていることになってしまう。このような問題を解
決するため、カルシウム基準体を被検体と一緒にスキャンし、これを補正に用いるＸ線Ｃ
Ｔ装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】
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特開２００２－１８６６１１号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＸ線ＣＴ装置は、被検体と一緒に患者ベッドに埋め込まれたカルシ
ウム基準体をスキャンしているため、Ｘ線高吸収体と一緒に人体などをスキャン処理する
ことになり、再構成画像にはアーチファクトが多く発生することが予想され臨床上有効で
はない。またカルシウム基準体はカルシウムの含有量が異なっているが、その大きさは一
定であり、様々な大きさの石灰化に対して適切に補正することができなかった。
【０００８】
本発明の目的は、再構成画像におけるアーチファクトを軽減しながら石灰化のＣＴ値を適
切に補正することができるようにしたＸ線ＣＴ装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するために、被検体を介してＸ線源とＸ線検出器を対向配置し、
スキャン処理時にＸ線源から照射して被検体を透過したＸ線を上記Ｘ線検出器で検出して
計測投影データを取得し、この計測投影データを用いて再構成手段によって再構成画像を
得るＸ線ＣＴ装置において、被検体のスキャン処理に先立ってカルシウム成分補正テーブ
ルの作成を開始する補正テーブル作成手段と、被検体のスキャン処理による内部カルシウ
ム成分のＣＴ値を上記カルシウム成分補正テーブルに応じて補正するカルシウムキャリブ
レーション手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
本発明によるＸ線ＣＴ装置は、従来のように被検体と一緒に患者ベッドに埋め込まれたカ
ルシウム基準体をスキャンするのではなく、被検体のスキャン処理に先立って、カルシウ
ムファントムスキャン処理手段によるカルシウムファントムスキャン処理を実施し、この
結果に基づいてカルシウムキャリブレーション処理手段でカルシウムキャリブレーション
処理を行ってＣＴ値を補正しているため、Ｘ線高吸収体と一緒に人体などをスキャン処理
することがないので再構成画像におけるアーチファクトを軽減しながら石灰化のＣＴ値を
適切に補正することができる。
【００１１】
また請求項２に記載の本発明は、請求項１記載のものにおいて、上記カルシウム成分補正
テーブルは、カルシウム成分の含有量および大きさとが異なる複数のカルシウム基準体を
有するカルシウムファントムを用い、このカルシウムファントムのスキャン処理によるＣ
Ｔ値と、理想的ＣＴ値との差から作成したことを特徴とする。このようなＸ線ＣＴ装置に
よれば、カルシウム成分の含有量および大きさとが異なる複数のカルシウム基準体を有す
るカルシウムファントムを用いているため、被検体のスキャン処理によるカルシウム成分
の大きさに対応させたカルシウム基準体を選定して、より正確にＣＴ値を補正することが
できる。
【００１２】
例えば、カルシウム成分補正テーブルは、カルシウム成分の含有量および大きさとが異な
る複数のカルシウム基準体を有するカルシウムファントムを用い、このカルシウムファン
トムのスキャン処理によるＣＴ値を測定し、測定された直径別の上記カルシウム基準体の
ＣＴ値を元に算出した補正基準線から両者の誤差量を得て作成し、カルシウムキャリブレ
ーション手段は、被検体のスキャン処理による内部カルシウム成分のＣＴ値を上記誤差量
から補正することができる。
【００１３】
また請求項３に記載の本発明は、請求項1記載のものにおいて、上記カルシウム成分補正
テーブルは、カルシウム成分の含有量および大きさとが異なる複数のカルシウム基準体を
有するカルシウムファントムを計算機シミュレーションで発生させ、このカルシウムファ
ントムの計算機シミュレーションでのＣＴスキャン処理によるＣＴ値と、理想的ＣＴ値と
の差から作成したことを特徴とする。このようなＸ線ＣＴ装置によれば、実際にＸ線を曝
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射することなくカルシウム成分補正テーブルを容易に得ることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１は、本発明の一実施の形態によるＸ線ＣＴ装置の動作を示すフローチャートである。
先ず、ステップＳ１では、判定手段によってＥＣＧ撮影モードか否かを判定する。つまり
、ＥＣＧ同期撮影した画像から冠動脈のカルシウムスコアの算出を行うか否かを判定する
。判定手段がステップＳ１でＥＣＧ撮影モードではないと判定した場合、例えば頭部検査
の場合はステップＳ３の通常スキャン処理を行う。この通常スキャン処理では、Ｘ線源か
ら照射して被検体を透過したＸ線をＸ線検出器で検出し、これに基づく投影データを画像
再構成手段によってステップＳ８で再構成し、その再構成画像を画像表示手段によって表
示装置に表示する。一方、ＣＴ検査領域が心臓でありＥＣＧ撮影モードの場合、被検体の
ＥＣＧ同期スキャン処理に先立って、ステップＳ２のカルシウムファントムスキャン処理
手段によるカルシウムファントムスキャン処理へ移る。
【００１５】
このカルシウムファントムスキャン処理手段によるカルシウムファントムスキャン処理で
は、図２に示した円柱状のカルシウムファントムをスキャン処理する。このカルシウムフ
ァントムは、同図（Ａ）に示すように複数本の円柱状カルシウム基準体１，２，３を有し
ており、それぞれの直径は例えば２ｍｍ、４ｍｍ、６ｍｍであるが、その本数や径はこれ
らに限定されるものではない。またカルシウム基準体１～３は、同図（Ｂ）に示したよう
に体軸方向にカルシウム含有量が異なり、それぞれＣＴ値レベルで１００、２００、３０
０、４００のように順次変化させている。カルシウムファントムスキャン処理手段によっ
てこのカルシウムファントムをスキャン処理した後、再構成画像処理を実行し、この画像
のＣＴ値に基づいて後述するように被検体のスキャン処理におけるＥＣＧ同期再構成画像
の内部カルシウム成分のＣＴ値を補正する。
【００１６】
ステップＳ２でのカルシウムファントムのスキャン処理が終了すると、ステップＳ４のＥ
ＣＧ同期スキャン処理手段による被検体のＥＣＧ同期スキャン処理に移る。ここでは、被
検体の心拍数などのパラメータから最適な撮影条件が決定される。ＥＣＧ同期スキャン処
理としては様々なものが提案されており、いずれのものでも適用することができる。Ｘ線
源から照射して被検体を透過したＸ線をＸ線検出器で検出すると共に、被検体の心拍に関
連した計測投影データを収集する。
【００１７】
ステップＳ４でのＥＣＧ同期スキャン処理が終了すると、ステップＳ５ではＥＣＧ再構成
処理手段によるＥＣＧ再構成処理が行われ、先の計測投影データに基づいて心臓領域の断
層像が再構成される。冠動脈が石灰化を起こしていると仮定すると、この段階の心臓断層
像に含まれる冠動脈の石灰化部分は、その石灰化領域が小さいこと、また螺旋スキャンの
影響などからそのＣＴ測定値が真のＣＴ値より低下したり、または上昇しているため、こ
のＣＴ値をそのまま採用することができない。
【００１８】
そこで、このＣＴ値の正当性を高めるため、ステップＳ６でカルシウムキャリブレーショ
ン処理手段によるカルシウムキャリブレーション処理を行い、心臓断層像の石灰化領域の
ＣＴ値を真値に補正処理する。次に、このカルシウムキャリブレーション処理手段による
カルシウムキャリブレーション処理について説明する。
【００１９】
上述したステップＳ２のカルシウムファントムスキャン処理手段によるカルシウムファン
トムスキャン処理によって得られた再構成画像は図３（Ｂ）のようになる。同図（Ｂ）は
、図３（Ａ）に示したカルシウム基準体１～３のＣＴ値１００に対応するＡ－Ａ線に沿っ
た断面を示しており、各カルシウム基準体１～３内の各＋位置は、ＣＴ値の各測定位置を
表している。このカルシウム基準体１のＣＴ値を５箇所の＋位置で測定し、そのＣＴ測定
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値の平均ＣＴ測定値を得る。またカルシウム基準体１～３のＣＴ値２００およびＣＴ値３
００に対応する断面位置においても同様にＣＴ測定値の平均ＣＴ測定値を得る。さらに、
図４（Ａ）に示したカルシウム基準体１～３のＣＴ値４００に対応するＢ－Ｂ線に沿った
断面位置でも、各カルシウム基準体１～３内の各５箇所の＋位置でＣＴ値の測定を行い、
そのＣＴ測定値の平均ＣＴ測定値を得る。このように５箇所の測定位置によるＣＴ測定値
の平均ＣＴ測定値が算出されるので、ＣＴ値の一様性が考慮されたことになる。
【００２０】
この結果、各断面位置の平均ＣＴ測定値は理想的には１００、２００、３００、４００と
なり、図５の近似直線４のように比例関係を示すが、使用しているＸ線ＣＴ装置の特性お
よびカルシウム基準体の大きさなどの要因から必ずしも図５のようにはならない。実際に
は図６に示す近似直線５のようにカルシウム基準体１における平均ＣＴ測定値の低下が見
込まれる。この近似直線５は、カルシウム基準体１のＣＴ値が異なる各断面位置での平均
ＣＴ測定値をもとに、例えばカルシウム基準体１のＣＴ値１００の断面位置における平均
ＣＴ測定値が５０、ＣＴ値２００の断面位置における平均ＣＴ測定値が１５０、ＣＴ値３
００の断面位置における平均ＣＴ測定値が２１０、ＣＴ値４００の断面位置における平均
ＣＴ測定値が３１０であったとき、最小二乗法によって得られたもので、以下、補正基準
線と称する。この補正基準線５は上述した４点から近似すると、数１によって表すことが
できる。
【数１】

【００２１】
次に、このように実際に低下したカルシウム成分のＣＴ値を補正するカルシウムキャリブ
レーション処理手段によるカルシウムキャリブレーション処理に説明する。
ステップＳ４およびステップＳ５のＥＣＧ同期スキャン処理およびＥＣＧ再構成処理によ
って、図７に示したように２ｍｍ程度の直径を持つカルシウム成分６を含む断層像が得ら
れたとする。このカルシウム成分６は２ｍｍ程度の大きさなので、そのＣＴ値を補正する
カルシウムキャリブレーション処理においては、径が２ｍｍであるカルシウム基準体１を
基準に考える。今、カルシウム成分６の中心付近のＣＴ測定値が１８０と測定されたと仮
定すると、図８に示すように縦軸で示すＣＴ測定値が１８０である場合、カルシウム基準
体１のＣＴ値は２５３のカルシウム成分がそれに相当し、近似直線４に対してＣＴ値７が
低下したと判断される。
【００２２】
図２（Ｂ）に示したようにカルシウム基準体１には、実際にＣＴ値２５３のカルシウム含
有部分は存在しないが、上述した補正基準線５から推測することができる。つまりＣＴ値
２５３のカルシウム成分であるが、上述したようにスキャン処理や様々な要因により１８
０に低下したことになる。従って、真のＣＴ値２５３は、ＣＴ測定値１８０にＣＴ補正値
７３を加算した補正後に得られることになる。
【００２３】
このようなカルシウム成分のＣＴ値補正を一般式で説明すると、近似直線４を数２で、ま
た補正基準線５を数３のように表すことができる。
【数２】

【数３】

ここで、数２は理想的ＣＴ値を示す直線であるため、本来は係数ａ１および係数ｂ１はそ
れぞれ１および０と考えるべきであるが、Ｘ線ＣＴ装置によっては完全に成り立つとは言
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えず、装置固有の特性も考慮して係数を付加し説明している。
【００２４】
　またカルシウム成分の補正変換式は数４のように表すことができ、ここでＹ２は実際に
補正対象のカルシウム成分のＣＴ値を示し、ａ１、ａ２、ｂ１、ｂ２などは数２および数
３に示した一般式の係数をそれぞれ表している。
【数４】
　Ｙ１＝（Ｙ２－ｂ２）ａ１／ａ２＋ｂ１
　実際に図８を用いて説明したＣＴ値の補正について、数４を用いて求めてみると、Ｙ２
＝１８０、ａ２＝０．８３、ｂ２＝－３０、ａ１＝１、ｂ１＝０であるから、補正後ＣＴ
値Ｙ１は２５３として求められる。このような数４を全てのＣＴ値に対して予め計算して
おくことにより、カルシウム成分補正テープルが作成される。その後、図７に示したカル
シウム成分６のＣＴ値は、このカルシウム成分補正テーブルを有するカルシウムキャリブ
レーション処理手段によって補正される。
【００２５】
ここまでの説明では、カルシウム成分６の中心付近の画素を補正対象としたが、同じ処理
をカルシウム成分６の画素全てについて実行すれば、カルシウム成分６の全体を補正する
ことになる。各画素毎に補正を実行しなくても、カルシウム成分６の領域全体の平均値を
計算し、全体値を数４で補正換算しても良い。この場合、演算の高速化が図れる反面、誤
差成分も大きくなる。
【００２６】
図７に示したカルシウム成分６の場合、その大きさが２ｍｍ程度と仮定して説明したが、
実際には様々な大きさのカルシウム成分が存在する。例えば、６ｍｍ程度のカルシウム成
分を補正するには、カルシウム基準体１を用いた補正ではその誤差が大きくなるので、そ
れに近い他のカルシウム基準体２，３、望ましくは６ｍｍのカルシウム基準体３を用いる
ことによって誤差を抑えることができる。カルシウム基準体２，３を用いたＣＴ値の補正
処理では、図９に示すようにカルシウム基準体１の場合と同様にＣＴ値を測定し、最小二
乗法により求めた近似直線を補正基準線８，９として行うことができる。
【００２７】
このようにカルシウムファントムとして径の異なる複数のカルシウム基準体１～３を用い
ているため、実際に測定したカルシウム成分に応じて誤差を抑えることができる近似のカ
ルシウム基準体１～３を選定し、これを用いて補正基準線を算出することによって、様々
な大きさのカルシウム成分に対して有効に補正を実行することができるようになる。また
補正換算に関しては数４をそのまま適用することができ、単に補正基準線の係数ａ２、ｂ
２を変化させるだけである。また上述した説明では補正基準線を算出する際、最小二乗法
による直線近似を用いたが、近似はこれに限らずスプライン補間等を用いて良く、さらに
最小二乗法は一次の直線近似を用いて説明したが、二次の曲線近似を補正基準線としても
良い。
【００２８】
図１０は、上述したカルシウムキャリブレーション処理の動作を示すフローチャートであ
る。
ステップＳ６のカルシウムキャリブレーション処理が開始されると、先ず、ステップＳ６
ａではＥＣＧ再構成画像からカルシウム成分６の画像のみを取り出しが行われ、この抽出
処理は閾値処理やマスク処理で行うことができる。続くステップＳ６ｂでは、得られたカ
ルシウム成分のみの画像の大きさを計算し、この大きさに最も近いカルシウム基準体１～
３の補正基準線を選択する。例えば、カルシウム成分６の大きさが５．６ｍｍであれば、
もっとも補正に相応しいのは直径６ｍｍのカルシウム基準体３の補正基準線である。また
カルシウム成分６の大きさが直径３ｍｍの場合は、カルシウム基準体１とカルシウム基準
体２の中間の径であるから、直径２ｍｍのカルシウム基準体１の補正基準線と直径４ｍｍ
のカルシウム基準体２の補正基準線から新たに補正基準線を作るか、またはそれら二つの
補正基準線の係数の平均を用いて補正換算式に適用するなどで対応することができる。
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【００２９】
次のステップＳ６ｃでは、上述した補正基準線の係数を元にカルシウム成分６のＣＴ値を
数４を用いてカルシウム成分補正テーブルを作成し、これを参照して補正換算する。この
カルシウムキャリブレーション処理を行うカルシウムキャリブレーション処理手段は、Ｘ
線ＣＴ装置の演算装置を用いてソフトウエアー上で構成することができる。このカルシウ
ムキャリブレーション処理の後、ステップＳ７でカルシウムスコアリング処理手段に画像
が渡され、カルシウムスコアリング処理が実施され、適正なカルシウムスコアリング評価
が実施される。
【００３０】
その後に行われるＥＣＧ同期スキャン処理においては、図１に示したステップＳ２のカル
シウムファントムスキャン処理を行うことなくステップＳ４のＥＣＧ同期スキャン処理を
実施し、ステップＳ５のＥＣＧ再構成処理を行った後、ステップＳ６でカルシウムキャリ
ブレーション処理を行う。このときのカルシウムキャリブレーション処理は、既に作成し
ているカルシウム成分補正テーブルを用いて補正換算する。しかし、Ｘ線ＣＴ装置のシス
テムを変更した場合、このカルシウム成分補正テーブルは図１に示したフローチャートに
従って作成して更新するのが望ましい。
【００３１】
上述した実施の形態のＸ線ＣＴ装置によれば、従来のように被検体と一緒に患者ベッドに
埋め込まれたカルシウム基準体をスキャンするのではなく、ステップＳ４で示した被検体
のスキャン処理に先立って、ステップＳ２で示したカルシウムファントムスキャン処理手
段によるカルシウムファントムスキャン処理を実施し、この結果に基づいてカルシウムキ
ャリブレーション処理手段でカルシウムキャリブレーション処理を行ってＣＴ値を補正し
ているため、Ｘ線高吸収体と一緒に人体などをスキャン処理することがないので再構成画
像にアーチファクトが発生しない。しかも、カルシウムファントムは径の異なる複数のカ
ルシウム基準体１～３から構成しているため、様々な大きさの石灰化に対して適切にＣＴ
値を補正することができる。
【００３２】
図１１は、本発明の他の実施の形態によるＸ線ＣＴ装置の動作を示すフローチャートであ
り、図１に示した手順と同等の手順には同一符号を付けて詳細な説明を省略する。
上述した実施の形態では、カルシウムファントムを用いた場合のカルシウムキャリブレー
ション処理について説明したが、この実施の形態では、ステップＳ２Ａでカルシウムファ
ントムスキャンを計算機シミュレーションデータで得て、この計算機シミュレーションで
得られた模擬的カルシウムスキャンファントム断層像のＣＴ値と理想的ＣＴ値との差から
算出したカルシウム補正テーブルを作成する。ステップＳ６のカルシウムキャリブレーシ
ョン処理では、先の実施の形態の場合と同様のカルシウムキャリブレーション処理手段に
より、このカルシウム補正テーブルを用いてＣＴ値を補正するようにする。つまり、図２
（Ａ）で示したカルシウムファントムを計算機上で、直径、長さ等をもとに発生させ、こ
のファントムを計算機上でＣＴスキャンと同等の演算を実行することで、模擬的なカルシ
ウムスキャンファントム断層像を得ることができる。
【００３３】
この実施の形態によっても、先の実施の形態と同様にカルシウム補正テーブルを用いてカ
ルシウムキャリブレーション処理手段でカルシウムキャリブレーション処理を行ってＣＴ
値を補正しているため、Ｘ線高吸収体と一緒に人体などをスキャン処理することがないの
で再構成画像にアーチファクトが発生しない。しかも、図１に示したステップＳ２のカル
シウムファントムスキャン処理を行わないため、実際にＸ線を曝射することなくカルシウ
ム補正テーブルを得ることができる。
【００３４】
尚、上述した実施の形態では、二次元画像についてのカルシウムキャリブレーション処理
手段について説明したが、三次元画像を用いたカルシウムキャリブレーション処理手段と
し、この場合も二次元画像の場合と同様の補正処理を行い、カルシウムファントムの形状
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から、その三次元画像のボクセル値を理想系のボクセル値と比較して補正を実施する。補
正換算方法などは、上述した数４で行うことができる。ただし基準となるのは二次元画像
のＣＴ値に対してボクセル値で実施することになる。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のＸ線ＣＴ装置によれば、従来のように被検体と一緒に患者ベ
ッドに埋め込まれたカルシウム基準体をスキャンするのではなく、被検体のスキャン処理
に先立って作成を開始したカルシウム成分補正テーブルを有しており、このカルシウム成
分補正テーブルに基づいてカルシウムキャリブレーション処理を行ってＣＴ値を補正する
ことができ、Ｘ線高吸収体と一緒に人体などをスキャン処理することがないので再構成画
像におけるアーチファクトを軽減しながら石灰化のＣＴ値を適切に補正することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態によるＸ線ＣＴ装置の動作を示すフローチャートである。
【図２】図１に示したカルシウムファントムスキャン処理で用いるカルシウムファントム
を示す斜視図および断面図である。
【図３】図２に示したカルシウムファントムのＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図４】図２に示したカルシウムファントムのＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】カルシウムファントムを用いた理想的なＣＴ値特性図である。
【図６】カルシウムファントムを用いた実際のＣＴ値特性図である。
【図７】カルシウム成分を有する画像の説明図である。
【図８】図１に示したカルシウムキャリブレーション処理を示すＣＴ値特性図である。
【図９】図１に示したカルシウムキャリブレーション処理を示す他のＣＴ値特性図である
。
【図１０】図１に示したカルシウムキャリブレーション処理の動作を示すフローチャート
である。
【図１１】本発明の他の実施の形態によるＸ線ＣＴ装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１～３　カルシウム基準体
４　近似直線
５　補正基準線
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